
 第１７号議案

  品川区社会福祉基金条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２１日

                 品川区長  森  澤  恭  子

   品川区社会福祉基金条例の一部を改正する条例

 品川区社会福祉基金条例（昭和５２年品川区条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。

 別表中

社会福祉基金 ３０，０００，０００円から第

５条の規定により処分した額

を減じた額

障害者福祉基金 ５０，０００，０００円から第

５条の規定により処分した額

を減じた額

社会福祉基金 １０８，０８５，７８８円から

第５条の規定により処分した

額を減じた額

障害者福祉基金 ５０，０００，０００円から第

５条の規定により処分した額

を減じた額

高齢者福祉基金 ３，０００，０００円から第５

条の規定により処分した額を

減じた額

改める。

   付 則

 この条例は、公布の日から施行する。

 （説明）社会福祉基金の増額および高齢者福祉基金の設置をする必要がある。
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